
阿南市要綱第３３号 

阿南市基金の一括運用及び債券の購入管理に関する要綱　　　　　　　　　　　　　　　　 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、阿南市が設置している基金に属する資金を一括運用（基金と預金・債券の一対一の関係をなくし、

複数の基金を一体のものと捉え、基金全体をまとめて管理する方法をいう。以下同じ。）すること及び一括運用する資

金を債券で運用することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（一括運用の対象基金） 

第２条　一括運用の対象となる基金は、別表のとおりとする。 

　（一括運用の事務担当課） 

第３条　第６条の運用方針に基づいた一括運用する基金の資金による債券の購入及び売却の事務については財政課が行い

、一括運用による預金及び収益の各基金への配分額の決定その他の一括運用に関する事務については、会計課が行うも

のとする。 

（一括運用の収益） 

第４条　一括運用による運用収益は、全て基金一括運用収入で受け入れることとし、各基金への配分は、前年度末時点の

基金残高の割合で按分した額を年度末までに各基金への収入更正により行うものとする。なお、按分確定後、運用収益

の変更があった場合は、阿南市財政調整基金の財産収入を増減して調整する。 

（運用の基本原則） 

第５条　基金の資金運用にあたっては、次に掲げる原則に従うものとする。 

⑴  安全性の確保　元本の安全性の確保を最重要視し、基金元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品によ 

り保管及び運用を行うとともに、債券の適切な分散購入に努め、特定の債券の保有量が偏重しないようにすること。 

⑵　流動性の確保　支払い等に支障をきたさないよう、必要となる資金を確保するとともに、想定外の資金需要に備え 

、資金の流動性を常に確保すること。 

⑶　効率性の追及　安全性及び流動性を確保したうえで、運用収益の最大化を図り、かつ効率的な資金調達に務めるこ



と。 

（運用方針の決定等） 

第６条　財政課長は、基金の担当課長と協議の上、基金の積立額、処分の金額及び時期を勘案し、一括運用に係る基金の 

債券での最大運用限度額等を定めた運用方針（案）を毎年度作成し、基金運用検討会議において決定する。運用方針を 

変更するときも同様とする。 

２　前項の規定により決定した運用方針については、市ホームページ等で公表する。 

（購入対象債券） 

第７条　購入の対象となる債券は、元本及び利息の支払いが確実な次に掲げる債券に限定する。ただし、既に購入してい

る債券については、この限りでない。 

⑴　国債（日本国国債） 

⑵　政府保証債（政府関係機関が発行する債券） 

⑶　地方債（地方公共団体が発行する債券） 

⑷　特別の法律により設置された法人の発行する債券（地方公共団体金融機構債） 

（債券運用期間及び保有割合） 

第８条　購入する債券の運用期間は、１０年以内を原則とし、流動性確保のため保有する債券の購入額の合計が、一括運

用した基金の前年度末時点の総額の２０パーセント以内とする。ただし、既に購入している債券については、この限り

でない。 

２　購入した債券は、元本及び利息を確保するため、満期償還日まで保有するものとする。ただし、事業のため取り崩す

必要が生じた場合や効率的に運用できる場合は、償還期間前に売却できるものとする。 

（債券の購入先の選定） 

第９条　債券の売買取引においては、国内金利、債券売買の動向などの的確な情報の把握、売買取引における迅速性を確

保する必要性から、情報提供・債券運用業務対応能力等を有し、保管金融機関の固有財産との分別管理及び資金の決済

業務等が確実に行われる金融機関を債券の購入先に選定する。なお、金融庁から業務停止命令等の行政処分を受けてい



るときは、新規の運用を見合わせ、約定日前の申込みは取消すものとする。 

（債券購入方法） 

第１０条　債券の購入にあたっては、原則として指名競争入札により行うこととする。 

（債券購入の基準） 

第１１条　購入する債券の基準は、次のとおりとする。 

⑴　購入金額が額面金額と同額又は額面金額未満の債券（パー又はアンダーパーの債券） 

⑵　購入金額が額面金額を超える債券（オーバーパーの債券）で、満期償還時における受取利息の合計が、購入金額と 

額面金額の差額以上の債券 

（債券の購入及び売却通知） 

第１２条　市長は、債券の購入を決定したときは、債券購入通知書（様式第１号）により、また、債券の売却を決定した 

ときは、債券売却通知書（様式第２号）により、会計管理者に通知する。 

（債券残高の関係課通知） 

第１３条　会計課長は、購入した債券の残高確認のため、財政課長に債券登録口座を有する証券会社の購入時点、３月末 

、９月末における取引残高報告書の写しを送付するものとする。 

（債券管理台帳） 

第１４条　財政課長は、債券管理台帳（様式第３号）を作成するものとする。 

２　前項の規定による債券管理台帳（様式第３号）は、償還又は期中売却までの間、会計管理者が保管するものとする。 

（償還差損益等の処理） 

第１５条　債券の償還差損益等の処理は、次のとおりとする。 

⑴　経過利息 

購入後最初の受取利息の歳計現金での調定は、経過利息相当額を減じた額で行い、基金に残った額を利用して債券

の帳簿価格を減ずる。 

⑵　償還差益（アンダーパー） 



　　満期償還日の属する年度において、歳計現金として全額調定を行う。 

⑶　償還差損（オーバーパー） 

　　購入時に算定される差損を満期償還時における受取利息で調整する。 

⑷　売却益 

売却日に属する年度において、当該売却益を歳計現金として全額調定する。 

　（債券保管状況等の報告） 

第１６条　会計課長は、月末における債券保管の状況を債券保管状況表（様式第４号）により財政課長、総務部長を経由

して市長に報告するものとする。 

（基金運用検討会議） 

第１７条　預金及び債券に関する次の事項について協議するため、基金運用検討会議を設置する。 

⑴　預金に関すること。 

⑵　債券の購入、売却に関すること。 

⑶　金融機関の選定に関すること。 

⑷　その他市長が必要と認める事項の審議 

（基金運用検討会議の構成） 

第１８条　基金運用検討会議は、次の者で構成する。 

⑴　市長 

⑵　副市長 

⑶　総務部長 

⑷　会計管理者 

⑸　財政課長 

⑹　会計課長 

⑺　その他議長が必要と認める者 



２　検討会議の議長は市長とする。 

３　議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副市長がその職務を代行する。 

（基金運用検討会議の運営） 

第１９条　議長は、債券を購入又は売却する場合は、速やかに基金運用検討会議を開催しなければならない。 

２　議長は、基金運用検討会議の所掌事務を遂行するため必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることがで

きる。 

３　基金運用検討会議の庶務は、会計課において処理するものとする。 

（委任） 

第２０条　この要綱で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。　　　 

附　則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附　則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

別表 

一括運用対象基金　 

 １ 阿南市財政調整基金

 ２ 阿南市減債基金

 ３ 阿南市坂東奨学基金

 ４ 阿南市地球温暖化等対策基金

 ５ 阿南市障害児福祉基金

 ６ 阿南市水産振興対策基金

 ７ 阿南市交通遺児育英基金

 ８ 阿南市立図書館図書充実基金

 ９ 神野　知基金



 

 

 １０ ふるさとづくり基金

 １１ 島津記念運動公園管理運営基金

 １２ 阿南市老人福祉充実基金

 １３ 阿南市国際交流基金

 １４ 阿南市豊かな森林づくり基金

 １５ 阿南市地域福祉基金

 １６ 輝けあなんふるさと創造基金

 １７ 阿南市牛岐城趾公園整備に係る日亜化学工業基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 １８ 四国横断自動車道に関係する阿南市道の整備に係る日亜化学工業基金

 １９ 日亜化学工業河川水質改良基金

 ２０ 阿南市地域医療充実対策基金

 ２１ 阿南市野村靖奨学資金基金

 ２２ 阿南市ごみ処理施設建設基金

 ２３ 阿南市新野町スポーツ振興基金

 ２４ 阿南市輝く子どもの子育て応援に係る日亜化学工業基金

 ２５ 阿南市ふるさと阿南応援事業基金

 ２６ 阿南市長生町農林漁業振興基金

 ２７ 阿南市中山間地域活性化推進基金

 ２８ 阿南市立岩脇小学校基金

 ２９ 阿南市危機管理対策基金


